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常任委員会の審査報告から

特別委員会の概要

厚

生

委

員

会

総

務

委

員

会

第
70
号
議
案

府
中
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

第
67
号
議
案

府
中
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
73
号
議
案

府
中
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

第
76
号
議
案

府
中
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例 建

設

環

境

委

員

会

文

教

委

員

会

基

地

等

跡

地

対

策

特

別

委

員

会

　
調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
調
布
飛
行
場
の
自

家
用
機
分
散
移
転
推
進
検
討
会
が
令
和
３
年
９
月
27
日
に

開
催
さ
れ
、
自
家
用
機
の
積
極
的
な
分
散
移
転
に
向
け
、

都
と
一
般
社
団
法
人
調
布
空
港
安
全
飛
行
研
究
会
と
の
間

で
、
大
島
空
港
に
お
け
る
格
納
庫
等
の
整
備
状
況
等
に
つ

い
て
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

　
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
３
年
９
月

30
日
に
返
還
さ
れ
た
、
米
軍
通
信
施
設
の
今
後
の
取
扱
い

を
国
に
確
認
し
た
。
今
後
、
敷
地
に
つ
い
て
土
壌
汚
染
調

査
を
行
う
予
定
で
あ
り
、
４
年
度
に
は
そ
の
前
段
階
の
調

査
と
し
て
、
地
歴
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
米

軍
通
信
施
設
の
鉄
塔
に
つ
い
て
は
、
防
衛
省
で
解
体
す
る

よ
う
財
務
省
か
ら
指
示
が
出
て
い
る
状
況
に
あ
る
な
ど
の

報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

市

庁

舎

建

設

特

別

委

員

会

　
新
庁
舎
建
設
工
事
の
進
捗
率
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
11

月
15
日
時
点
の
既
存
庁
舎
解
体
工
事
及
び
「
は
な
れ
」
工

事
を
含
め
た
全
体
の
進
捗
率
は
４
・
８
％
、
「
お
も
や
」

工
事
の
み
の
進
捗
率
は
10
・
２
％
で
あ
り
、
計
画
ど
お
り

に
工
事
が
進
ん
で
い
る
。
今
後
の
予
定
と
し
て
、
４
年
１

月
に
は
１
階
の
躯く

体
工
事
に
着
手
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
新
庁
舎
の
設
備
等
に
つ
い
て
、
工
事
請
負
業
者
と
仕
様

に
つ
い
て
協
議
を
重
ね
、
そ
の
内
容
を
決
定
し
た
。

　
「
お
も
や
」
の
備
品
購
入
に
つ
い
て
、
平
成
29
年
度
に

購
入
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
が
、
そ
の
後
の
組
織
改
正
等
の

変
化
や
、
新
た
な
働
き
方
に
求
め
ら
れ
る
レ
イ
ア
ウ
ト
を

考
慮
し
、
予
算
計
上
に
向
け
備
品
購
入
計
画
の
概
要
と
し

て
ま
と
め
た
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

学
校
施
設
老
朽
化
対
策
特
別
委
員
会

　
早
期
改
築
着
手
校
で
あ
る
第
八
小
学
校
の
改
築
事
業
に

つ
い
て
、
既
存
校
舎
及
び
既
存
プ
ー
ル
の
解
体
工
事
に
お

い
て
、
地
中
か
ら
障
害
物
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

新
校
舎
等
の
運
用
開
始
時
期
を
令
和
４
年
度
の
３
学
期
か

ら
５
年
度
の
１
学
期
に
変
更
す
る
方
向
で
調
整
し
て
い
る
。

第
一
中
学
校
の
改
築
事
業
に
つ
い
て
も
、
既
存
校
舎
の
解

体
工
事
に
お
い
て
、
地
中
か
ら
障
害
物
が
発
見
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
新
校
舎
等
の
運
用
開
始
時
期
を
５
年
度
の
１

学
期
に
変
更
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
次
期
実
施
校
で
あ
る
第
三
小
学
校
改
築
事
業
に
伴
う
基

本
計
画
に
つ
い
て
、
同
計
画
の
目
的
や
整
備
方
針
な
ど
の

全
４
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
改
築
校
の
特
徴
を
活
か

し
た
整
備
方
針
で
は
、
お
と
ぎ
山
の
継
承
に
つ
い
て
記
載

し
て
い
る
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

公
契
約
関
係
競
売
入
札
妨
害
事
件
に
係
る

再

発

防

止

対

策

特

別

委

員

会

　
令
和
３
年
10
月
１
日
に
開
催
さ
れ
た

委
員
会
に
つ
い
て
は
、
倫
理
条
例
に
係

る
検
討
と
し
て
、
政
治
倫
理
基
準
に
規

定
す
る
べ
き
項
目
に
つ
い
て
、
議
員
間

討
議
を
行
っ
た
。

　
３
年
11
月
９
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員

会
に
つ
い
て
は
、
倫
理
条
例
に
係
る
検

討
と
し
て
、
政
治
倫
理
基
準
の
項
目
及

び
政
治
倫
理
に
関
す
る
審
査
会
に
つ
い

て
、
議
員
間
討
議
を
行
っ
た
。

　
そ
の
後
、
政
治
倫
理
基
準
に
つ
い
て

は
、
委
員
長
と
副
委
員
長
で
条
文
案
と

し
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
を
、
次
回
の

委
員
会
で
提
示
し
、
協
議
す
る
こ
と
と

し
た
。

　
ま
た
、
倫
理
条
例
以
外
の
再
発
防
止

対
策
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
。

　
３
年
12
月
２
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員

会
に
つ
い
て
は
、
市
長
部
局
か
ら
、
官

製
談
合
再
発
防
止
対
策
と
し
て
、
国
に

お
け
る
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
な
ど
を

参
考
に
、
職
員
倫
理
の
向
上
を
図
る
た

め
の
倫
理
規
程
を
制
定
す
る
。
ま
た
、

議
員
と
の
適
切
な
関
係
を
維
持
す
る
た

め
、
３
年
３
月
に
提
出
さ
れ
た
専
門
委

員
か
ら
の
報
告
書
及
び
各
課
か
ら
の
意

見
の
聴
取
を
踏
ま
え
て
、
議
員
へ
の
対

応
に
係
る
職
員
の
行
動
を
基
準
化
す
る
。

実
施
時
期
に
つ
い
て
、
議
員
か
ら
の
要

望
・
申
出
等
の
記
録
や
内
容
の
公
表
は

４
年
４
月
、
そ
の
ほ
か
の
規
程
や
基
準

に
掲
げ
る
内
容
は
４
年
２
月
を
予
定
し

て
い
る
な
ど
の
説
明
を
受
け
、
質
疑
を

行
っ
た
。

　
ま
た
、
倫
理
条
例
に
係
る
検
討
と
し

て
、
政
治
倫
理
基
準
の
条
文
案
及
び
政

治
倫
理
に
関
す
る
審
査
会
の
項
目
に
つ

い
て
、
議
員
間
討
議
を
行
っ
た
。

　
そ
の
後
、
次
回
の
委
員
会
で
は
、
引

き
続
き
政
治
倫
理
に
関
す
る
審
査
会
の

項
目
を
中
心
に
協
議
し
て
い
く
な
ど
の

報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
す
る
と
と

も
に
、
議
会
閉
会
中
に
お
け
る
継
続
審

査
と
し
た
。

一般質問・常任委員会・特別委員会

ご
案
内

前
川

浩
子

議
員（
市
フ
ォ
）　
市
が

新
設
を
予
定
し
て
い
る
、
児
童
発

達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
に
つ
い

て
聞
き
た
い
。

福
祉
保
健
部
長
　
児
童
発
達
を
支

援
す
る
ほ
か
、
地
域
の
障
が
い
児

や
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
へ
の
対

応
、
障
が
い
児
を
預
か
る
施
設
に

対
す
る
援
助
・
助
言
を
併
せ
て
行

う
機
能
を
持
つ
、
地
域
の
中
核
的

な
療
育
支
援
施
設
と
捉
え
て
い
る
。

議
員
　
同
セ
ン
タ
ー
が
対
象
と
す

る
の
は
基
本
的
に
18
歳
ま
で
で
あ

る
た
め
、
教
育
の
分
野
の
関
与
も

大
き
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
福

祉
と
教
育
の
連
携
は
ど
の
よ
う
に

進
め
て
い
く
の
か
。

福
祉
保
健
部
長
　
乳
幼
児
期
か
ら

学
齢
期
ま
で
の
各
段
階
で
実
施
し

て
い
る
子
育
て
支
援
事
業
に
お
い

て
、
福
祉
と
教
育
が
連
携
し
、
切

れ
目
の
な
い
支
援
を
行
う
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た

重
層
的
な
支
援
体
制
を
築
く
う
え

で
は
、
同
セ
ン
タ
ー
が
中
核
と
な

り
、
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
ほ
か
、

関
係
機
関
と
連
携
し
た
研
修
な
ど

を
実
施
し
、
教
育
分
野
と
の
協
力

体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
議
案
は
、
平
成
29
年
１
月
に
策
定
し
た

学
校
施
設
の
更
な
る
活
用
と
地
域
プ
ー
ル
の
見

直
し
に
係
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
大
規
模
な

設
備
改
修
時
期
を
迎
え
る
小
柳
プ
ー
ル
や
白
糸

台
プ
ー
ル
等
を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
今
後
も
同
基
本
方
針
に

基
づ
き
検
討
を
進
め
て
い
く
が
、
学
校
プ
ー
ル

の
開
放
に
つ
い
て
は
設
備
や
衛
生
面
な
ど
様
々

な
配
慮
等
が
必
要
と
な
る
た
め
、
引
き
続
き
関

係
課
と
調
整
を
図
る
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
地
域
プ
ー
ル
の
廃
止
だ
け
で

な
く
、
同
基
本
方
針
の
内
容
や
学
校
施
設
の
活

用
に
関
す
る
進
捗
、
課
題
な
ど
も
併
せ
て
公
表

し
て
ほ
し
い
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異

議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の

　
主
な
改
正
内
容
と
し
て
、
「
特
定
個
人
情
報

を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
置
及
び
運
営
主
体

が
総
務
大
臣
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
に
変
更
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
当
該
シ
ス
テ
ム
に
記
録
さ
れ

て
い
る
特
定
個
人
情
報
を
訂
正
し
た
際
の
通
知

先
も
同
様
に
変
更
す
る
」
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
国
民
の
議
論
が
進
ま
な
い
中
、

デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る
動
き
に
は
同
意
で
き

な
い
た
め
、
本
案
に
反
対
す
る
」「
既
に
法
改

正
さ
れ
て
お
り
、
市
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
事

務
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
本
案
に

賛
成
す
る
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
賛
成
多

数
に
よ
り
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
出
産
育
児
一
時
金
加
算
の
対

象
と
な
る
産
科
医
療
補
償
制
度
の
掛
金
の
額
が

引
き
下
げ
ら
れ
る
一
方
で
、
現
状
の
支
給
総
額

42
万
円
を
維
持
す
る
た
め
、
健
康
保
険
法
施
行

令
が
一
部
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
国
民
健

康
保
険
の
出
産
育
児
一
時
金
の
額
を
見
直
す
な

ど
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
主
な
改
正
内
容
と
し
て
、
「
出
産
育
児
一
時

金
の
支
給
額
を
、
40
万
４
０
０
０
円
か
ら
40
万

８
０
０
０
円
に
改
め
る
」
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
国
の
集
計
で
は
、
正
常

分
娩
に
か
か
る
費
用
は
、
平
均
で
46
万
２
１
７

円
と
な
る
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
自
己
負
担
支
援
の
た
め
の
検

討
や
、
国
・
都
へ
の
要
望
な
ど
を
積
極
的
に
行

っ
て
ほ
し
い
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異

議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、

指
定
代
理
納
付
者
制
度
に
代
わ
り
指
定
納
付
受

託
者
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
市
下
水

道
条
例
に
お
け
る
使
用
料
の
徴
収
方
法
等
の
規

定
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
従
来
、
主
に
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
決
済
を
取
り
扱
う
も
の
を
指
定
代
理

納
付
者
と
し
て
規
定
し
て
い
た
が
、
電
子
マ
ネ

ー
な
ど
の
徴
収
方
法
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
に
代
わ
り
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を

取
り
扱
う
も
の
を
総
称
し
て
指
定
納
付
受
託
者

と
規
定
し
て
い
る
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
納
付
方
法
に
つ
い
て
、
選
択

肢
が
広
が
る
も
の
と
判
断
す
る
た
め
、
本
案
に

賛
成
す
る
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異

議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

児童発達支援センターにおける
福 祉 と 教 育 の 連 携 は
どのように進めていくのか

子育て支援事業において
切れ目のない支援を
行うことが大切である

　
市
議
会
の
本
会
議
及
び
委
員

会
は
、
市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信

等
も
、
実
施
し
て
お
り
ま
す
。


